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午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

総合政策部

１．宮崎県の人口の推移と将来推計について

２．本県の人口減少の課題について

３．中山間地域対策について

○協議事項

１．委員会の調査事項について

２．調査活動方針・計画について

３．県内調査について

４．次回委員会について

５．その他

出席委員（12人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 一 則

委 員 濵 砂 守

委 員 日 高 博 之

委 員 安 田 厚 生

委 員 太 田 清 海

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

委 員 日 髙 利 夫

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 渡 邊 浩 司

県参事兼総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
小 堀 和 幸

（県民生活・文化祭担当）

総 合 政 策 課 長 小 倉 佳 彦

統 計 調 査 課 長 長 倉 健 一

中山間・地域政策課長 日 髙 正 勝

事務局職員出席者

政策調査課主査 持 永 展 孝

議 事 課 主 査 井 尻 隆 太

○武田委員長 それでは、ただいまから人口減

少・地域活性化対策特別委員会を開会いたしま

す。

まず、委員席の決定についてでありますが、

ただいま御着席のとおり決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定しま

す。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、委員会設置後初の委員会であります

ので、総合政策部から当委員会の設置目的に関

する事項として、宮崎県の人口の推移と将来推

計について、本県の人口減少の課題及び中山間

地域対策について説明をいただきます。その後

に、調査事項及び調査活動方針・計画について

御協議いただきたいと思いますが、このように

取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた
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します。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

本日の委員会に１名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき事

項にありますとおり、声を出したり、拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため静かに傍聴してください。ま

た、傍聴に関する指示には、速やかに従ってい

ただくようお願いいたします。

本日は、総合政策部においでいただきました。

始めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した串間市選出の武田浩一です。私ども12名が

さきの臨時県議会で委員として選任され、今後

１年間調査活動を実施していくことになりまし

た。当委員会の担う課題を解決するために努力

してまいりたいと思いますので、御協力をよろ

しくお願いいたします。

次に、委員を紹介いたします。最初に、私の

隣が、西臼杵郡選出の佐藤雅洋副委員長です。

続きまして、皆様から見て左側から延岡市選

出の井本英雄委員です。

えびの市選出の中野一則委員です。

西都市・西米良村選出の濵砂守委員です。

日向市選出の日高博之委員です。

東臼杵郡選出の安田厚生委員です。

続きまして、皆様から見て右側です。延岡市

選出の太田清海委員です。

宮崎市選出の前屋敷恵美委員です。

宮崎市選出の井上紀代子委員です。

宮崎市選出の有岡浩一委員です。

東諸県郡選出の日髙利夫委員です。

以上で委員の紹介を終わります。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表にかえさせていただき

たいと存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○渡邊総合政策部長 総合政策部長の渡邊でご

ざいます。どうかよろしくお願いいたします。

資料の御説明に入ります前に一言御挨拶をさ

せていただきたいと存じます。

申しわけございませんけれども、本県は、全

国と同様に人口減少社会の到来ですとか、高齢

化の進展等の課題を抱えております。特に、中

山間地域におきましては、経済とか産業への影

響のほか、集落機能、住民サービスの維持確保

といった課題の深刻化が懸念されているところ

でございます。

このような状況の中で、地域経済の着実な成

長を図って、県民が安心して豊かな暮らしを築

いていくためには、観光や文化など、地域資源

を活用した地域ブランドの確立、あるいは地域

の特性とか強みを生かした成長産業の育成、さ

らには、医療、介護、防災など「くらし」を守

る仕組みづくりなど多角的な観点から対策を講

じていくことが重要だと考えております。

総合政策部といたしましては、庁内各部はも

とより、市町村とも連携を図りながら、人口減

少問題への対応とか地域の活性化に取り組んで

まいりたいと考えておりますので、武田委員長

を初め、委員の皆様方には、御指導、御鞭撻を

賜りますようよろしくお願いいたします。

それでは、本日御報告をさせていただきます
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項目につきまして御説明をいたします。

お手元にお配りしております資料の表紙の下

のほうに目次を載せております。本日は、ごら

んの宮崎県の人口の推移と将来推計についてな

ど、３つの項目について担当課長のほうから御

説明をさせていただきたいと存じます。

私からは以上でございます。

○長倉統計調査課長 それでは、本県の人口の

推移と将来推計について御説明いたします。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。

これから御説明いたしますグラフや表につき

ましては、それぞれデータの出所をグラフの下

のほうに記載しておりますが、実績値の部分に

つきましては、国勢調査等の結果を、そして、

推計値の部分につきましては、国立社会保障・

人口問題研究所が平成30年３月に公表いたしま

した日本の地域別将来推計人口の結果を用いて

おります。

それでは、まず、１、人口の推移（将来推計

を含む）についてでございます。

図の１、本県人口の推移をごらんください。

本県の人口につきましては、終戦後、大きく

増加いたしまして、昭和22年には100万人を突破、

その後、一旦減少いたしましたけれども、平成

８年にピークを迎えまして、117万7,400人となっ

ております。

その後、減少基調に転じまして、平成30年10

月現在で107万9,700人となっております。将来

推計では、令和12年には100万人を割って97

万7,000人、令和27年には82万5,000人になるも

のと推計されております。

２ページをお開きください。

２、年齢別人口の推移（将来推計を含む）で

ございます。

図２、年齢区分別人口（実数）の推移をごら

んください。グラフの下のほうから見ますと、

ゼロから14歳の年少人口、15歳から64歳の生産

年齢人口、65歳以上の老年人口に区分しており

ます。

まず、年少人口につきましては、昭和30年を

ピークに減少を続けておりまして、令和27年に

は、９万8,000人と推計されております。

次に、生産年齢人口につきましては、昭和60

年をピークに減少を続けておりまして、令和27

年には39万7,000人と推計されております。

次に、老年人口につきましては、こちらは年

々増加を続けておりまして、その結果、平成27

年では、生産年齢人口の1.9人で１人の高齢者を

支えるということでございますが、令和27年に

は、生産年齢人口1.2人で１人の高齢者を支える

状況になることが推計されております。

３ページをお開きください。

３、人口動態の推移でございます。

図３、社会動態の推移のグラフをごらんくだ

さい。

点線の折れ線グラフで示した県外への転出者

数と、実数の折れ線グラフで示した県外からの

転入者数との差が、棒グラフでお示しした社会

増減数となっております。

図を見ますと、オリンピック景気やバブル景

気などのように、景気が好調の時期には転出者

が増加し、オイルショックのような不況の時期

には、転出者が減るという傾向がございますが、

近年は、転出者数、転入者数ともに緩やかな減

少傾向にあるとともに、転出者が転入者を上回

る社会減少が続いている状況にございます。

図４、年齢５歳階級別転入・転出率のグラフ

をごらんください。

この図は、平成29年から平成30年の１年間を
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対象として、社会減少の要因についてお示しし

たものでございます。

転入・転出率の計算方法については、グラフ

の下のほうに例として記載しております。

このグラフを見ますと、15歳から19歳、20歳

から24歳の年齢区分で転出率が転入率を大きく

上回っており、特に、20歳から24歳では、突出

して転出率が高くなっている状況が見られ、こ

のあたりの年齢層が社会減少の大きな要因に

なっているのがわかります。

転出の大きな理由としては、大学や短大、専

門学校への進学や学校卒業後の就職といったこ

とが主な要因であろうと考えられます。

４ページの図５、自然動態の推移をごらんく

ださい。

実線の折れ線で示した出生数と、点線の折れ

線グラフで示した死亡者数との差が、棒グラフ

で示した自然増減数となっております。

図を見ますと、出生数は、戦後の第１次ベビ

ーブームをピークとして減少を続けており、昭

和40年代後半の第２次ベビーブームの時期でも

それほど増加しておりません。

一方、死亡者数につきましては、平成以後緩

やかな増加傾向に転じ、平成11年には１万人を

超えております。また、平成15年には、死亡数

が出生数を上回って初めての自然減少となって

おり、以降、その傾向は続いている状況でござ

います。

出生数が減った要因につきましては、合計特

殊出生率の低下と子供を産む女性人口の減少と

いう２つの要因が考えられます。

図６、合計特殊出生率の推移（将来推計を含

む）をごらんください。

グラフのタイトルの下に米印で書いておりま

すが、合計特殊出生率といいますのは、15歳か

ら49歳までの女性の年齢別出生率をそれぞれ合

計したものでございまして、大まかにいいます

と、１人の女性が平均して、一生の間に何人の

子供を産むかをあらわす指標でございます。

参考までに申し上げますと、人口を維持する

ために必要とされる合計特殊出生率は2.07とさ

れております。

グラフを見ていただきますと、昭和25年に4.35

であった本県の合計特殊出生率は低下を続けて

おり、昭和55年には2.0を下回り、平成17年に1.48

まで下がりましたが、近年は、おおむね1.7前後

で推移し、今後もこのような状況が続くことが

推計されております。

図７、15歳から49歳までの女性人口の推移（将

来推計を含む）をごらんください。

合計特殊出生率の算出対象となる本県の15歳

から49歳までの女性人口の推移でございます。

この年齢層の女性の人口は、昭和55年の29

万2,000人をピークとして減少を続け、平成27年

には20万3,000人となっており、令和27年には、12

万3,000人にまで減少すると推計されておりま

す。

以上のことから、仮に合計特殊出生率が現状

を維持したとしましても、女性人口の減少が続

けば、今後とも出生数の減少は続くということ

が考えられるかと思います。

５ぺージをお開きください。

参考資料として、市町村別人口の推移（将来

推計を含む）をおつけしております。

平成22年、平成27年の２回の国勢調査と、そ

の後の10年スパンによる将来推計による、全国、

本県、市町村別の人口推移でございます。

一番右の列には、令和27年の平成27年に対す

る比率を記載しております。この比率が、全国

では約84％、本県全体では約75％となっており
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ますが、市町村別に見ますと、約９割を維持す

る市町がある一方、４割程度にまで減少する団

体も見られる状況でございます。

説明は以上でございます。

○小倉総合政策課長 資料の６ページをお開き

ください。

本県の人口減少の課題について、総合政策課

のほうから御説明をいたします。

まず、１番、人口問題を取り巻く状況でござ

いますけれども、①自然減と社会減の同時進行

により人口減少が加速しているということです。

先ほどの説明にもありましたとおり、平成15

年以降、出生数も減少して、自然減が続いてい

るというような状況でして、自然増減でいいま

すと、平成30年度で5,412人のマイナス、また、

その下の社会増減のところですけれども、若者

の県外流出などが続いている状況もありまして、

平成30年度でいいますと2,905人のマイナス、合

わせますと合計で約8,300人の人口が毎年減り続

けているというような状況でございます。

②地域を支える担い手の不足であります。ま

さに、こういった人口減少によって、地域経済、

産業振興を担う人財の不足が懸念されていると

いうこと、特に、中山間地域におきましては、

その暮らしに必要なサービスの維持も困難にな

るんではないかというところが危惧されている

ところでございます。また、将来を担う人財育

成というのが、今後の経済維持のためには大変

必要になってくるんではないかなと考えられま

す。

③超高齢社会への対応ですけれども、先ほど

来説明しましたとおり、老年人口が今後ふえて

いくという状況の中で、高齢者の活躍というも

のが今後さらに意識されていくのではないかと

いうことと、それに対して、やはり医療・介護

等も含めたセーフティーネットづくりが非常に

大事になってくるんではないかというところが

ポイントになってくるかなと考えております。

２、今後取り組むべき課題というところであ

りますけれども、５つ上げさせていただいてお

ります。いずれも、アクションプランの人口問

題対応プログラムとほぼ一致する内容の項目に

はなっているところでございますけれども、①

として、若者にとって、魅力ある産業・雇用の

創出と、戦略的な移住・定住を促進するという

ことです。

やはり、移住・定住を促進する、その情報発

信というのは大事ですけれども、それに必要な

ものとして、やはり産業・雇用環境、それから、

地域資源の魅力を高めるというところが非常に

大事になってくるところかなと考えております。

②誰もが希望を持って子供を生み育てられる

環境づくりということで、ワークライフバラン

スなど初めとして、仕事と生活の調和ですとか、

子育ての不安・負担の軽減などがやはり大事に

なってくるところかなと考えております。

③、こちらは後ほど御説明もあるかと思いま

すけれども、特に人口減少の著しい中山間地域

における対策、集落間のネットワーク化と相互

の連携強化、地域の暮らし、特にセーフティー

ネットの維持というところが非常に大事になっ

てくるところと考えております。

④教育の部分ですけれども、学校・家庭・地

域が一体となった教育の推進ということで、基

礎学力というのはもちろんそうなんですけれど

も、その地域への愛着、将来への地元への定着

ということも意識しながら、地域への定着、そ

れから、グローバルな視野を持ったというとこ

ろも含めて、子供たちを育成していくこと。

最後になりますが、⑤産学金労官連携によっ
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て、地域や産業を支える人財の育成確保という

ことで、先ほども教育というところがありまし

たけれども、地元で働くことの意義とか職業観

を含めたキャリア教育ですとか、生涯学習の推

進、こういったライフステージに応じた切れ目

のない学びの提供というものが、非常に今後大

事になってくるというところかなというふうに

考えております。

こういった課題に対して、我々がどういうふ

うな方向性で施策を進めていくかというところ

ではあるかなと思います。そこが３つ目、目指

す姿というところであります。大きな話でいう

と、人口減少の中にあっても、しっかり活力が

維持される地域づくりというのが非常に大事で

あるというところで、下３つの丸に書かせてい

ただいておりますが、社会減対策、自然減対策

はもちろんでございます。人口減少を抑制する

ということが大事でありまして、それに対して、

交流人口・関係人口の創出、移住・定住促進、

また、産業人財の育成など、こういったところ

を実施していきつつ、下の丸にも書かれていま

すとおり、人口減少対策と、右にありますとお

り、その人口減少下における活力の維持、もし

くは新しい豊かさの創造といった理念も長期ビ

ジョン等にも書かせていただいていますけれど

も、そういった２つをセットにした形で今後施

策を進めていくことが非常に大事になってくる

んではないかなというふうに考えているところ

でございます。

説明は以上です。

○日髙中山間・地域政策課長 中山間・地域政

策課でございます。

委員会資料の８ページをお願いいたします。

中山間地域対策について御説明いたします。

まず、１の本県の中山間地域についてでござ

いますが、本県の中山間地域は、宮崎県中山間

地域振興条例及び同施行規則によりまして、過

疎法などの地域振興５法と農林水産省が分類し

ております農業地域類型におけます中間・山間

農業地域と規定されておりまして、図をごらん

いただきまして、何らかの色がついている部分、

新富町と高鍋町と川南町の３町を除きます23の

市町村が、全部もしくは一部中山間地域に該当

するということで、中山間地域全体でいきます

と、本県の人口の約４割、面積でいえば９割を

占めているということになります。

９ページをお開きください。

これまでの取り組みについてであります。

中山間地域振興条例に基づきまして、本県の

中山間地域の振興に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために、宮崎県中山間地域振興

計画を策定しておりまして、この計画に基づい

て、各種施策に全庁的に取り組んできたところ

でございます。

平成27年度から平成30年度までの計画の重点

施策ごとに代表的なものを申し上げますと、点

線の枠内でございますけれども、（１）仕事があ

る中山間地域づくりといたしまして、農林水産

業の振興や新たな産業の創造、また、鳥獣被害

対策など、（２）の子育て環境等の整備と移住・

定住の促進としまして、子育て支援や教育等の

充実、戦略的な移住・定住の促進など、（３）集

落の維持・活性化と新たな絆の創造としまして、

自主的な活力の向上、都市等との交流、申しわ

けございません。次を「地域機関連携の促進」

と書いてございますけれども、誤植でございま

して、正しくは「地域間連携の促進」でござい

ます。申しわけありません。（４）ですけれども、

安全安心な暮らしの確保としまして、医療の確

保、保健福祉の充実、生活機能の維持・確保な
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どがございます。

次に、（２）計画期間における成果でございま

すけれども、行政の施策を通じて把握しており

ます移住世帯数が、平成26年度の39から185へと、

鳥獣被害額につきましては、約７億円強から４

億円弱へ、また、中山間地域内を区間とします

高速道路の開通ですとか、高千穂郷・椎葉山地

域の世界農業遺産の認定などがございます。

なお、この中山間地域振興計画につきまして

は、急速な人口減少から生じるさまざまな課題

に対応する施策に重点化するという形で改定計

画のほうを６月議会に提出する予定にいたして

おります。

続きまして、10ページをお願いいたします。

３の中山間地域における人口の推移と将来推

計についてであります。

グラフを掲載しておりますが、本県の中山間

地域の人口は、昭和55年からその減少が続いて

おりまして、将来推計におきましても、令和27

年は、その30年前になります平成27年と比較し

て、約４割の減少が見込まれているところであ

ります。

グラフの右側にありますけれども、中山間地

域以外の16.6％と比較しまして約2.5倍という大

きな減少率というふうになっております。

最後に４の課題と取り組みの方向性でござい

ます。

まず、課題としまして、（１）人口減少による

地域活力の減退でありますけれども、急速な人

口減少や少子高齢化に伴いまして、地域の活力

が失われるおそれがありますことから、将来の

不安へとつながっているところでございます。

最新の国勢調査では、65歳以上の高齢者の人

口も減少に転じている自治体がある状況でござ

います。

こういったことにつきましては、一定の人口

減少が避けられない中でも、若者の県外流出の

抑制ですとか、ＵＩＪターン希望者の呼び込み

などを行っていく必要があると考えております。

次に、（２）のくらしを支える基盤の弱体化で

ございますが、人口減少に伴いまして市場規模

が縮小しまして、商店、ガソリンスタンド、ま

たは、交通・物流・医療などの生活に必要なサ

ービスを担ってきました事業者の撤退が進みま

して、安全安心な暮らしを支える基盤の弱体化

が懸念されているというところでございます。

これにつきましては、地域住民や企業、ＮＰ

Ｏ法人など多様な主体が連携、協働しまして、

複数の集落を交通・物流ネットワークで結ぶこ

とで、圏域全体の生活を守る仕組みづくりに取

り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

次に、（３）の産業や地域活動の承継の困難化

でございますが、中山間地域における主要産業

であります農林水産業を初めとします担い手不

足がより顕著になることによりまして、地域で

引き継がれてきた産業や地域活動・伝統芸能の

承継が困難になるというおそれがございます。

これにつきましては、担い手の確保ですとか

事業承継の取り組み、また、地域資源や新技術

の活用等を進めてまいりたいというふうに考え

ております。

説明は以上であります。

○武田委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら御発言をお願い

いたします。

○日高博之委員 どうもありがとうございます。

中山間地域ということで、８ページにこの範囲

がありまして、人口の約４割、面積でいうと９

割ということでありますけれども、全体を見る
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と、都市に近い中山間地と山のもっと奥深いと

ころの中山間地、これなかなか格差みたいなも

のが激しくて、当然人口減少の差も激しいわけ

です。この辺というのは、一遍に９割を見るか

らなかなか前に進まなくて、山間部という条件

不利地域はどうなのか、やはりその区分をして、

現実的にその地域が将来どうなっていくのかと

いうのを、例えば、圏域構想の中で、総務省が

今度示しておる。そういったことを新たな課題

として取り組むことというのが必要だと思うん

ですけれども、その辺はどう考えているのか、

中山間・地域政策課長に答弁をお願いします。

○日髙中山間・地域政策課長 委員おっしゃる

とおり、特に県北地域の山間部のところと、中

山間地域のエリアの中でも、中山間地域であり

ながら都市部に近いところでは、我々が意見を

聞いて回っても、その住民の危機感であったり

とか、行政のほうの役場の危機感であったり、

そういったものも差があるのは確かだというふ

うに思います。

我々が基本的に施策を考える上では、基本的

に一番念頭にあるのは、その山間部の厳しいと

ころの人口減少について、どうやっていくかと

いうのを念頭に置きながらやっていくことにな

ろうかと思いますし、これまでもそういうふう

な形で、各部の施策を組むときには、例えば、

事業の採択とか、補助率の適用についても、そ

ういったところを手厚くするという形でやって

きております。ただ委員が言われたように、今

後ますます人口減少という形で差が開いてくる

という、先ほどＵＩＪターン等進めていくとあ

りましたが、都市部のほうがやっぱり宮崎市と

かの移住者は多いんですけれども、山間部につ

いてはそこまでないというところも、ますます

格差が広がっていく可能性がありますので、そ

ういったことも踏まえて、委員がおっしゃられ

た、圏域構想というのが国のほうで考えられて

いるようでありますけれども、その辺を踏まえ

て、市町村とも意見交換をしながら、もちろん

そういうことも念頭に置きながら対処はしてい

かなきゃいけないというふうには考えておりま

す。

○日高博之委員 県がこの条件不利地域という

ところに、予算もちょっとそういう地域にはつ

けておるということですけれども、基本的に定

義も何もなくて、条件不利地域では今後20年後

に、今の人口の60％、半分以上は減るという統

計が出ているわけです。それだったら、そういっ

た条件不利地域、山間部というところは、やは

り、その部分についての計画というか、何かお

のずと出てこなくちゃいけないのかなと思って

いるんです。いわゆるコンパクトプラスネット

ワークとかです。幾ら山間部としても、住まい

が点在しているんです。それをやっぱりある程

度集約してもらわんとなかなか厳しいでしょう

と、それをじゃあ町、村に任せるのか、県は、

ただ指導だけ、それで意見交換と言っているん

ですけれども、意見交換はこれまでもずっとし

てきたと思うんです。どこまで踏み込んでいく

のかというところが、大きな課題だと思うんで

すけれども、その辺について、総合政策部次長

に答弁を。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 前職

総合政策課長の時代から、市町村とは、ずっと

ブロック別ですけれども、話をしたりとかいう

ふうなことを続けてきております。

御質問にありますように、場合によっては、

集落の周辺の点在するところにお住まいの方々

が、介護とか医療とかいうサービスを届けてい

こうとすると、なかなか厳しい問題がもう既に
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出ているというふうなこともございます。でき

れば、町場におりてきていただきたいというよ

うなところも考えていく必要があるというふう

に思っております。

そういったところについて、まず、それぞれ

の市町村がどういうふうに考えていただけるの

かということは非常に重要なことだと思ってお

ります。県だけでできるわけではありませんの

で、どういうふうに誘導していけばいいのかと

かいうことの具体的な進め方についても、でき

れば話し合っていきたいというふうに思ってお

ります。

昨年度、これは町村会のほうだけですけれど

も、それぞれの首長さん方にこういったような

問題もありますよという話をさせていただいて、

一緒に考えていただけるところについては、で

きれば一緒にやっていきたいというようなとこ

ろは投げかけをしているところでございます。

今年度、改めてそういったこともやりながら、

そういったような動きがつくれないかというこ

とも含めて進めていきたいというふうに思って

おります。

○日高博之委員 ずっとこれまでいろんな町村

との意見交換もされて、それこそ町村長のほう

もそれなりの施策をそれぞれの自治体で打って

おりますけれども、私も総合政策部のこの中山

間の問題ずっとやってきたんですけれども、な

かなかカンフル剤というのはほとんど見えてこ

ない状況でありますので、そこで、じゃあ今後

県がそこにどれだけもっと踏み込めるのかとい

うところというのは常に大きい部分があると思

うんです。補完するということです。いわゆる

条件不利地域を県が補完していかないと、医療

・介護でもまともにここら辺はできていません

よ、ほとんど。だって、基本的に訪問看護ステ

ーションなんかないわけでしょう。街なかはも

うあふれているという状況、だからといって、

町村、県が税金使ってそこにじゃあ何かすると

いうことは、もうなかなか厳しい、介護保険上

は難しい問題があると。それだけでも大きい命

の格差というのが出ているわけですから、その

辺はもうちょっと、今、部長も次長もおるわけ

ですから、総合政策部は、積極的に、アグレッ

シブさがちょっと欲しいです。その辺をちょっ

と。

○渡邊総合政策部長 今、日高委員のほうから

お話がありました。いろいろ次長、課長が説明

いたしましたとおり、それぞれ地域地域によっ

て、課題、色は異なってきているというふうに

思います。

その中で、中山間地域振興計画の改定を、今

度の６月議会に上げさせていただきたいという

ふうに思っているんですけれども、その中で小

さな拠点的な考え方で、宮崎ひなた生活圏づく

りといったものを進めることができないだろう

か、ということを考えております。

これは、具体的には、公民館単位ぐらいで、

現在の人口がこうなっている。これが、５年

後、10年後どうなっていくんだという、その将

来推計を踏まえた上でのデータを公民館単位で

お示しをして、それで、住民の皆様方が自分た

ちの問題として、現在、そして、10年後、20年

後、この地域がどうなっていくんだろうかとい

うことを、人口構成の推計と見ながら踏まえて、

そこでいろんな課題が出てくると思います。そ

の課題をもとに計画的なものをつくっていただ

いて、そこに県と市町村が一緒に入っていくよ

うな形で、何らかきめの細かなケアといいます

か、そういったことができないものかというこ

とをちょっと考えているところでございます。
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○日高博之委員 計画だけで終わらんように、

実務でお願いします。

○井上委員 ちょっと日高委員と重なる意見で

もあるんですけれども、圏域というのをどう考

えるかということだと思うんです。圏域をどう

考えるのか。ここに書いてあるように、圏域の

生活を守るということなので、福祉保健のあの

圏域で守っていくのか、どういう圏域で守って

いくのかということが、やっぱり具体性がない

と、それが具体的にはなっていかないんじゃな

いかなと思うんです。そこをしっかりと押さえ

ていただきたいというのが、私の発言の内容で

もあるんですが、2040年には、自治体の半数が

なくなると言われているんです。これは、国が

出しているデータなんで間違いないと思うんで

すが、半数の自治体がなくなるわけです。だか

ら、皆さんが先ほど言われたように、市町村と

も連携をして話し合ってとか言われるけれども、

話し合う相手がいないわけです。だから、県が

どうやっていくのかということ。

私としては、私は県都宮崎市に住んでいます

ので、宮崎市の人口減少というのは、これはま

た大きな問題だと思うんです。経済の活力を失

うということですから、宮崎県全体の経済の活

力を失っていくではないかということになりま

すので、だから、圏域というのをどういうふう

な指定の仕方にしていくのか、そのことによっ

て、じゃあ医療だとか福祉だとか、そういうこ

とも含めて、生活を守っていく。そのネットワ

ークのところをどうしていくのかということを

考えていかないと、各市町村任せで、そこのと

ころの細かな、先ほど公民館単位のことをおっ

しゃいましたけれども、そういう単位のことで、

じゃあ守り切れるのかといったら、なかなか守

り切れないと思うんです。ただ問題は、もう一

つ反面としては、じゃあどうやって経済の活力

をつけて、その周りの町村のことを守れるエン

ジン部隊をどこにするのかとか、この人口減少

の問題から考えたら、いろいろ考えていく必要

というのがあると思うんです。

だから、圏域と言われても、圏域の考え方は

どうなんだろうかというふうに私自身は思いま

すけれども、中山間地域全部をどういうふうに

切ったり、どういうふうにして何をどんなふう

に圏域と考えているのかというのも余り見えて

いないので、そのあたりをきちんとしていかな

いと。だから、圏域ごとに課題は本当に違って

くると思うんですけれども。

だから、中山間地域の振興計画はこのとおり

きちんとやっていただかないといけないと思う

んです。だから、これをきちんとやっていくた

めには、どういうふうにして、無駄なものは削

らないといけないし、だから、圏域全体でそこ

までいけるという力を今度は持たないといけな

いんじゃないですか。網羅できるということを

目指していかないといけないわけだから、だか

ら、その具体性というか、その方向性みたいな

のがきちんと、圏域をどのように考えておられ

るのか、そこをまず聞かせていただきたいと思

います。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） もと

もとは、県全体をどういうふうに持っていくの

かというふうなお話の中では、やはり、県北、

県南、県央に大きな都市がありますので、そう

いったところを中心にして、都市的な機能とい

いますか、大学なり医療なりというふうなとこ

ろについては維持していく、そこにその機能を

持っておくというふうな考え方は当然あります

し、あわせて、産業につきましても、今は一生

懸命フードビジネスとか、そういったそれ以外
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のものについても、成長するものをどうつくっ

ていくのかというふうなことをやっているとこ

ろでありまして、そういう全体の中での持って

いき方というのは、そういうふうな中での取り

組みになっていくと思います。

我々のほうで、今、人口問題の中で一番問題

として浮かび上がってきつつあるのが、やっぱ

り条件不利なところというのがあるのではない

かと。そういったところについて、どういうふ

うな仕組みをつくっていけば、医療なり福祉な

り、それから、場合によっては人口が移住がふ

えてくるとかいうようなことができるのかとい

うようなこともしっかり考えていく必要がある

というように考えております。

ですので、大きなくくりでは、やっぱりその

都市圏というものをしっかり押さえつつではあ

りますけれども、それぞれの例えば市町村がしっ

かり考えていただかなければならないというふ

うに思っておりますが、なかなか所帯の小さい

ところでありますと、人口の動向の分析とか、

そういったものも難しいようなところもござい

ます。どういうふうに、例えば、訪問看護ステ

ーションなりをつくっていけばいいのかという

ふうなところについても、なかなかその検討が

難しいようなところもありますので、そういっ

たところは、先ほどの日高委員からの御質問も

ありましたように、県と一緒になってこういう

ふうにやったらいいんじゃないかというふうな

ところを考えていくようなことも、仕組みとし

てやっていく必要があるのではないかと。そう

いう問題が出てきそうだ、きつつあるというふ

うなところも、しっかりその重点を置きながら

やっていくというふうなことをやりつつ、やは

り、その成長産業なり、成長する企業をつくっ

ていくというふうなことも同時にやっていくと、

こういう考え方を持ちながらやっていきたいと

いうふうに思っておりますし、圏域といいます

か、どういうふうな考え方でやっていくのかと

いうふうな頭の整理のところについては、少し

またこちらのほうでも考えたいと思います。

○井上委員 さっき日高委員も言われたように、

面積の９割方のところにいらっしゃるわけです。

だから、そういう方たち、条件不利地域という

のは非常に広いわけです。宮崎県の場合は、そ

こが広い。だから、それをどうしていくのかと

いうことを考えていたときに、大きな市のとこ

ろの自治体の長の人たちは、やっぱりそこを含

めた圏域としての考え方というのをきちんと

持っていただかないと、だから、それを自分の

ところだけで考えておられるとなかなか難しい

と思うんです。だから、そこは、やはり先ほど

日高委員からも言われたように、そこの長を含

めて、具体的にかき混ぜるぐらい議論しないと、

なかなか本当の意味での対策というのは打てな

いんじゃないかなというふうに思うんです。

１年間委員会するわけですから、その１年間

の間に、少なからず何か方向性でも見えてくれ

ば、具体性が見えてくれば、それは委員会とし

ての特徴もあるというふうに思いますから、そ

の方向で提案をして、私たちとも議論させてい

ただきたいと思います。

それと、問題はやっぱりそれにバックとして

必要な経済の活性化が、そこをどうやって、人

は人によって動きますので、そこを含めてどう

考えていくのか、そこにどう配置をしたらいい

のか。もっと上から見る視点も含めて、宮崎県

全体を見て考えてやっていただけるといいなと

いうふうに思うんです。

市のほうにばらばらにお願いするだけではな

く、きちんとやっぱりトータルで考えていける
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ような体制というのも持たないと。だから、山

の奥のほうにいらっしゃる方は、じゃあ都会に

出てきてくださいよと言ったって、そんなわけ

いかないんです。やっぱりそこがいいんです。

そこで暮らしたいと思っていらっしゃる方がい

らっしゃるわけです。だから、そこで暮らすこ

との大切さと、そこで暮らせて、また、そこに

来ていただける人たちがいるということが大切

なわけで。だから、それをどうつくり上げてい

くかということを、じっくりと１年間あります

ので、１年間その委員会の議論としては、そう

いう視点も含めて提供していただけるといいな

という、一緒にやらせていただけるといいなと

思っていますので、これは希望ですのでお願い

します。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） なか

なか難しい問題も、我々直面しているというふ

うな認識でおります。我々、県の事務方だけで、

こういった方向性が見えてくるわけではないと

いうふうにも思っております。いろんな方々の

思いとか知恵とか、それから、そういうふうな

情報とかいうものが合わさって、先々にどうい

うふうに取り組んでいけばいいのかというのが

見えてきてほしいなというふうなところがあり

ます。我々は、我々としてもその考え方を持ち

つつ進めてきているつもりではありますけれど

も、我々だけではなくて、いろんな方々のお話

を合わせながら、これは進めていかなければな

らないというふうに思っておりますので、ぜひ

よろしくお願いをしたいと思います。

○井上委員 各市のリーダーは引っ張り出すぐ

らいのことはやっぱりやって議論していただき

たいというふうに希望しておきたいと思います。

○井本委員 この問題は、私も幾つか思うけれ

ども、なかなか難しい問題だなと今思っておる

んですけれども。やっぱり原因が何で人口減少

になるのか、その原因をはっきりつかむという

か、そして、原因がわかればそれに対処できる、

何でもそうです。原因がわかって、その原因を

対処する。だから、その原因がなかなかつかめ

ないんじゃないかなというところにこの問題が

あるんじゃないかなという気がします。

この６ぺージの取り組むべき課題というのは、

早急に、確かに課題は課題として出てきている

んですけれども、本当になぜ人口が減るのか、

対症療法的にやらにゃいかん問題はやらにゃい

かんと思いますけれども。その人口も社会減と

自然減が２つあるわけです。どちらもかみ合う

問題ももちろんあるんだけれども、東京みたい

に、やみくもに、仕事ばかり就けばいいという

ことにしたならば、結局、人口は都会に集中す

る、相変わらず東京一極集中。この前質問をし

たんだけれども、だから、単に産業を起こせば

人はふえるという、それは、社会増を狙うため

にはそれが一番いいかもしれんけれども、社会

増というのは、結局ほかのところから引っ張っ

てくるという、ほかのところが減るという話だ

から、なかなか社会増だけを狙っていても、こ

れはなかなか人口はふえんということになりま

す。

何で人口が減るのか、やっぱり、これは言わ

れたように、地方自治体だけでは解決できんよ

うな、例えば、失われた30年と、日本は今言わ

れよるわけです。景気がずっとＧＤＰははっき

りいって伸びていません。そして、日本は社会

保障はずっと減退しております。年金のあれは

下がったり、国民の保険のあれは上がったりし

て、だから、どの辺にやっぱりその原因が、人

口減少の原因があるのかというのをはっきりつ

かまんと、対症療法的に今課題が出ているもの
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に対してやっていくことは、別にやぶさかじゃ

ないんだけれども、やっぱり根本的に人口がな

ぜ減っていくのか、そして、それをどうしたら

いいのか。そして、その辺をやっぱり私はよく

見きわめんと、これはできんのじゃないのかな

という気がするんです。

いろいろ勉強してみると、北欧がまあまあ成

功しておるんやないかと思う。北欧なんかを見

ると、やっぱり生活が安定しておる。人口もも

ちろん少しずつふえておる。ＧＤＰもそれなり

に少しずつ上昇している。だから、そういうの

を見ると、私はやっぱり人口は、これは私のま

だ主観的なあれなんだけれども、人口減少をす

る大きな原因は、やっぱり生活が安定していな

いのが一番大きな原因じゃないのかなという、

私はそんな気がするんだよね。

だから、田舎は田舎のよさがあるわけです、

都会は都会のよさがもちろんあるでしょうけれ

ども。田舎で都会と同じようなものを求めても、

私は、結局対策にならんのじゃないかと思う。

やっぱり田舎で人口がふえていくためには、田

舎のよさというものをまたつくっていかにゃい

かん。そのためにも、私は、里山資本主義なん

ていうような話もしたけれども、本当に田舎で

安定した、この安全安心という言葉は何度も出

ているけれども、安心安全プラス安定、私は、

その辺がもうちょっとあっていいんじゃないの

かなと思う。

日本はお年寄りが金持っているんです、だけ

れども使わない。なぜか、先が見えんと、安定

していない、だから、金使わんと、そうやって

言うんです。だから、私は、先の見えないこの

生活、失われた30年がまだ続いて、これからま

だ続くんじゃないかという。だから、我々だけ

で人口減少をとめようと思えば、これは容易な

こっちゃないと。私は、日本国全体が本気になっ

て、この失われた30年を、－今ずっとデフレで

すよ－、これをとめんことには、人口減少はと

まらんのじゃないかと、私なんかははっきりいっ

てそう思っているんです。

それでも対症療法として、本当に我々がやら

にゃいかん、確かにここに書いてあるようなこ

とは、実際困っている問題が出てきちょるわけ

やから、それはそれでやらにゃいかんのやけれ

ども、そういう抜本的というか根本的なことは、

なかなか我々地方議会でできる問題じゃないん

じゃないのか。宮崎独自だけでできる問題じゃ

ないんじゃないかなと、私なんかは内心そう思っ

ておるんです。次長はどう思いますか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 国レ

ベルのお話になってくるとなかなか難しい部分

があるのかなというふうに思っています。

ただ、出生率そのものが、もう随分早い段階

から２を割り込んで、今1.5も割り込んでい

る、1.23ぐらいの、1.2か1.3ぐらいの状況だと

思います。

産まれる子供の数で将来の人口の規模という

のは決まってまいりますので、例えば宮崎県で

いうと、１万人毎年産まれるというふうに考え

て、それが、平均寿命が85歳ということになれ

ば、その将来の人口規模というのは85万人を超

えることはないわけなんです。今、うちの県の

出生数というふうに見ると、もう9,000人を少し

割り込んでいる状態ですので、そんな状態にあ

るというふうなことございまして、国全体でい

うともっと厳しい状況があるのかなというふう

に思っております。

人の動き、人口そのものの動きということを

考えていく場合には、私ももうそろそろ高齢者

に入っていくんですけれども、いずれは、人間
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は死んでいくというのも自然の摂理であります

ので、この年代の割合というのは、非常に今高

い状況でありますから、その分は、やっぱり人

口減はどうしても起こってくるということを踏

まえた上で、どういう社会をつくっていくのか

ということを考えていくというのが一つやらな

ければならない、今の仕事なのかなというふう

に思っております。

それから、うちの県、宮崎県だけでいいます

と、我々がずっと考えていく中で、どうしても

大学進学率というのが高くなってきている状況

があります。高校を卒業して受験をしようとす

ると、県内の大学の定数からするととても足り

ませんので、どうしても県外に出ていくという

ふうなことがあります。出ていった先で就職を

して帰ってこない、ということがやっぱりある

んだろうというふうに思っております。そのと

きに、宮崎で暮らしていくときのよさであると

か、こういうふうな働き方があるんだよとか、

暮らし方があるんだよというふうなものを、恐

らくほとんど頭に置かずに県外に出ていってい

る子たちも非常に多いんじゃないかなというふ

うなことも思っております。

そういったところを変えていくということも

必要なのではないかなと、帰ってきたいと思っ

たときに、帰ってこれる環境を整えていくとい

うこと、そういうふうに思ってもらうというこ

とも必要なのではないかなということを考えて

おります。

この４年間ですぐできるとかいうふうなこと

ではないかもしれませんが、そういったところ

のとっかかりは見つけていきたいと思っており

ます。

以上でございます。

○井上委員 これは、宮崎県が持っているデー

タなので間違いないんだけれども、出生率を上

げようと思ったら、やっぱり三股町のようにや

らないと、出生率は上がらないんです。だから、

やっぱりそこで子供を育てやすい環境を持って

いるというのは、行政的な意味でいえば、それ

をきちんとしているから三股町は人口がふえて

いくということ。それと、近くに働く場所があ

る、都城市があるとか、いろんな条件がちょう

どいいと。だから、三股町はそういう意味でい

えば、町の財政の大半をその子育てに特化して

政策を実現しておられるということです。

だから、やっぱりそれが全部が全部というふ

うになかなか言いづらいところもあるけれども、

国の地方創生の政策というのは、今のままでい

けば、いい結果は出ていないということになっ

ているわけだから、あれはやっぱり間違ってい

たと私は思う。井本委員が言われるように、こ

の地方でできることは何なのかということを特

化して考えていくと、一応知事が言われた、子

育て日本一の県にするんだと言われたあれは、

政策的なテーマとしては、メッセージとしては

正しいと私は思う。でも、具現性がない、具体

性がない、そこに問題点があるというふうに思

うんです。

だから、政策を打ち出すのはいい。打ち出し

たら、それが具現性がないと、具体的にやらな

いと、その政策で何が出てきたのかというのが

ないと、言葉だけで話をされるともったいない

なと思う。

だから、地方創生という言い方の中に、やっ

ぱり人口減少をどうやって、地域の中で暮らせ

るようにしていく、地方で暮らせるようにして

いくのかということが具体的でないと、やっぱ

り政策の効果というのは上がっていないという

ふうに言わざるを得ないと思うんです。国の政
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策的効果は上がっていないと言わざるを得ない。

だから、その辺を考えると、出生率をどうやっ

て上げていくかということは、学ぶべき点はす

ごくあるような気がするんですけれども。

○渡邊総合政策部長 今、三股町の子育てに対

する重点投資のお話がございました。その前に

は、井本委員のほうから、北欧は力入れている

というようなお話があったところでございます。

調べてみますと、子育てに対する公的支出の割

合、ＧＤＰで比べてみますと、日本は約１％と

いうふうに言われております。一方で、フラン

スは３％を超えている。それだけ、子育てに対

してより重点を置いた施策をとっている。その

あたりは、やっぱり参考になるのではないかな

というふうに思うところです。

国においても、子ども・子育ての支援新制度

を入れたりですとか、また今度、幼稚園の無償

化とかいろいろ進めていただいておりますけれ

ども、そういったふうな、県あるいは市町村で

はなかなか取り組めないようなものもたくさん

ございますので、あるものは国レベル、先ほど

非常に拙いお話をいたしましたけれども、地域

の末端に係るようなものについては、それぞれ

の地域で考えていただく、そういったふうな取

り組みが必要ではないかなと思っております。

○太田委員 ２つほど質問があるんですが、６

ページのところに、一番下のほうに、楕円形の

図がありますが、この中で、最後のほうの白い

丸、新しい価値観に根ざした新しい豊かさの創

造というのがあるんですけれども、本当に発想

の転換とか、インターネットとか、いろんな発

明された今の世の中で、何かこの辺の新しい価

値観に根ざしてというところ、豊かさの創造と

か、この辺のイメージはどう説明されますか。

何かヒントがあるような気もして、ちょっとお

聞きしたいなと思いまして。

○小倉総合政策課長 新しい豊かさというか、

価値観自体は、そもそも世の中でいろんな価値

観の多様化が進んでいる中で、宮崎県が特にい

ろんな指標も提示しながら、特に、育てやすさ

とか、人のよさとか自然環境の豊かさとか、そ

ういったいろんな指標を示しながら新しい豊か

さということで、それがまさしく経済の量的な

拡大にとどまらず、いろんな質的な向上も、や

はり宮崎県なりその地域にはあるんだというこ

とをアピールするための一つの材料にしてきた

ところがあったのかなと思いますけれども、委

員おっしゃるように、例えば、最近の話でいえ

ば、所得の向上、それはもちろん大事だと思い

ます。それがないと、やはりいろんな移住推進

のほうもなかなか進まないというところもあり

ますし、定着もなかなか進まないという一方で、

やはり、働き方改革というところも一つあって、

要するに働き甲斐というところもあって、今、

私もちょっと東京から来ている人間なのであれ

なんですけれども、職場と住居が非常に近接し

ていて、東京に比べると非常にやりやすいなと

いうところで、そこもそれで一つの東京にはな

い価値観なのかなというふうには思っておりま

す。

さらに、そういったところを、昨今の話でい

えば、例えば、宮崎県とかでＩＣＴをより進め

て、利便性はほかの都会に比べてもありますよ

ということの言い方もできるかなと思いますけ

れども、そういったところも含めて、やはり、

多様な価値観の中でより先進的なところの価値

観も含めて導入していくことが、非常に宮崎県

においても、今後のまたアピール材料になって

いくところもあるかなという意味で、創造とい

うところも、そういった意味も含めているとこ
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ろかなと考えてはいます。

○太田委員 私の知っている人は、田舎に子供

連れで戻って、もう素朴な生活をされているん

です。有機農法とかニワトリなんかを養いなが

ら、その子供さんが本当に素朴に育っているよ

うな、これも一つの子供とともに会話ができて、

ともに農業の仕事をされているその家庭のあり

方というのが、非常に人間的で、こういうのも

一つの豊かなところじゃないかなというふうな

感じもするような気がして。ちょっといろんな

この辺の新しい価値観というのは本当転換する

べきところもあるのかなという、ふとそんな思

いもしたもんですから聞かせていただきました。

もう一つですが、９ページの中段に、移住世

帯数の増というのが、統計が出されてあります

が、これずっと伸びてきていますよね。これは

評価すべきことだと思うんです。これが、1,000

世帯になりましたとかいう報告をなると、それ

はまたいいんですけれども。しかし、数字を見

てみると、じわりじわりというかぐっとふえて

いるという評価、私はしていいと思います。

それで、平成29年が185世帯、この人たちがど

んな仕事をされているのか、どんな階層の人な

のか、例えば、年金生活者です、とか、子供連

れで帰ってやっているんですよとか、その辺の

この世帯の状況というのはどんな人たちなんで

しょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 移住世帯は行政

の施策を通じて把握している数ですので、実際

は移住の方はもっといらっしゃると思いますけ

れども、私どもの相談を受けたりとかいう中で

つかんだ数がこの数ということでございます。

確かに伸びておりますのは、そういう東京に

移住相談窓口等を設置した関係で、そういった

伸びているという点もございますので、これが、

要するに、純粋に数が伸びているということじゃ

なくて、我々が把握できるようになったという

意味を含めて、ちょっと数字がふえているとい

うことでございます。

ただ、その移住されている方をみますと、以

前は、要するに田舎暮らしをしたいということ

で、定年を迎えられた方とか、そういった方が

基本多かったということなんですけれども、最

近は、仕事をしながら子育てをしたい、あるい

は、自分の時間を趣味であるサーフィンを要す

るにメインに考えて、とにかく仕事は何かあれ

ばいいから移住したいということで、年代的に

も働いている方の年代というものがふえている

ということは確かだというふうに思っておりま

す。

○太田委員 最後にしますけれども、この185世

帯の人たちの状況というのも、もし具体的にわ

かれば、今後また分析できるかなという気もし

たり、サーフィンというのも日向あたりでもぐっ

と光が当たっていますけれども、そういう人た

ちの価値観を持った人もおるけれども、一番い

いのは、宮崎で仕事ができて、何か宮崎県の自

然の中で子供とともに生きれるよとかいうのが

出るといいかなというのと、それと、市町村で

はやっぱりできるだけ頑張っていただいて、小

学校の統廃合はやめてもらいたいなと、頑張っ

てもらって。じゃないと、もう子供連れで移住

するというのがかなり問題になりますので、私

は、小学校、ああいったところの統廃合はでき

るだけ頑張っていただきたいな、というふうな

ことです。

状況としてはわかりました。ありがとうござ

いました。

○中野委員 我々のこの特別委員会は、人口減

少・地域活性化対策特別委員会、似たような特
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別委員会を過去何回も繰り返しながら今日まで

来ているんです。今回は、人口が減少するとい

うことは、地域活性化が大変なことになると、

こういう認識で、こういうネーミングで委員会

をつくったんですが、きょうの説明も人口がど

う推移するかということが中心の資料なんです。

人口がどうなっていくかということがやっぱり

基本だ、そういう認識だから、きょう説明もこ

ういうことされていると思うんです。

それで、10ページのわずか26年後の令和27年

の人口が、前のほうにも資料があったんです

が、82万5,000人になると、こういう推計です。

それで、県は、もう人口減ることは仕方ない

という認識でもあるんです、私自身も。どっか

でか食いとめにゃいかんと、何とかできんかな

という気ももちろんするんです。

県は26年後、82万5,000人は何が何でも守りた

いという人口なのかどうか、この表を出されて

いるわけですから。きょうはこの資料だけだけ

れど、今まで聞いた、我々がずっと目にした資

料では、26年後には、人口が60万人台にもなる

というシミュレーションもあるんですから。そ

して、あとわずか10年そこそこで人口が100万人

を割ってしまうという、この資料からも見てと

れるんです。それを、今度の長期ビジョンでは、

今まで100万人以上はキープしたいという大きな

目安というか目標を、100万人程度に大きく変化

されたんです。現実は100万以下になると、なっ

てしまう、残念ですけれども。それで、県は、

本当にいろいろなシミュレーションがある中で

も、26年後は最低限82万5,000人は何とかして守

りたいということの政策をしたいという思いで、

今度の新しい計画も６月定例会議会に、急激な

人口減少から生じるさまざまな課題に対応する

施策に重点化した計画ということで、新しい中

山間地域振興計画を出されるわけでしょう。だ

から、その内容はわかりませんが、今言ったよ

うなことでの政策なのかどうかをお聞きしたい

と思います。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） この

出ております将来の推計の分については、国立

社会保障・人口問題研究所が出した数字で出し

ております。これが、このとおりいくかどうか

というのはわかりませんけれども、一応これを

現状推移のレベルというふうなことで捉えて、

ここをできるだけ上振れをさせたいというよう

なところで考えているところでございます。

それで、ただ、先ほども少しお話をさし上げ

ましたけれども、この人口問題というのはなか

なか難しいところがございます。世代的な人数

構成で見ていくと、恐らくこの2045年（令和27

年）にあっても、まだ下がっていく傾向はある

んだろうというふうに思っております。この傾

向をどの時点で平準になっていくのかというふ

うなところをどこに置くのかというところに

なってまいります。

我々として考えておりますのは、やはりその

出生数をどれだけ確保していくのかということ

が、将来の人口の規模というのを決めていくと

いうこと、それから、県外に出ている人たちを

どれだけ帰ってきてもらうか、あるいは県外か

ら入ってもらうかというふうな流れをつくって

いくこと、そのとっかかりをできるだけ早く見

つけて広げていくというふうなことをしなけれ

ばならないというふうに思っております。

そのような思いを持って、出しております数

字については、これを絶対に守って、その上に

上積みをしていきたいという思いでございます。

以上でございます。

○中野委員 ぜひ上積みを目指したいろんな施
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策を講じてほしいと、こう思います。

それで、しかし実態は厳しいんです。厳しい

ことが９ページに書いてあるわけです。過去４

年間の計画で、その成果は、先ほど太田委員が、

移住者が185と実数がふえたと言われましたけれ

ども、じゃあこの世帯数のここの18市町村の全

体の世帯数はどうだったのか。プラスして185に

なったのかどうか、そういうことを含めたり、

成果に鳥獣被害がこれだけに減りましたとか、

高速道路が通っていないところもあるんですが

こうなったとかよりも、実際は、現実問題とし

て、この４年間に推定されて、当初推定した人

口がどうなったとか、そういうのを書いてほし

かったなと、そういう厳しさを我々に与えても

らって、我々が今からそれを１年間かけて、い

ろいろ調査した結果をまとめて、また御提言を

したいと、こう思っているんです。そういう厳

しさも我々に、成果ももちろん欲しいですけれ

ども、厳しい現実も具体的に提示してやってほ

しいなとこう思います。

これはお願いです。

○前屋敷委員 私は質疑というよりは意見とい

うか考え方というか、そういったことで発言し

たいんですけれども、この人口減少対策の委員

会が立ち上がったというのは、先ほどお話があ

りましたが、いろんな角度からこの問題はこれ

まで論じられてきたところです。人口減少が続

いているというこの現実を、すぐにはとめるこ

とはできないんですけれども、いかにやはり少

しずつでもそれを食いとめられていけるか、県

としての役割は何なのか、そういうところをやっ

ぱり深く探ることが必要じゃないかなと思うん

です。

県だけではとてもこの問題を解決することは

できないと、私も思います。国の施策と相まっ

てやらなければ、特にこれまで地方創生の問題

が論じられてきたんですけれども、しかし、格

差は広がったままでこの地方創生が論じられて

も縮まらないんです。ですから、やはり賃金の

格差もその一つで、やっぱり県外に出ていくそ

の主な要因は、やはり賃金の問題は否めないと

いうところがあるんですけれども、それをどう

国と一緒になって縮めていくか、それもあわせ

ながら、やはりこの宮崎で魅力ある産業ととも

に、人口流出を防ぐという対策を真剣に進めて

いくということ。

それと、もう一つは、人口をふやすというの

は、本当に子供を産むと、ふやすというのが第

一だというふうに思います。そのためには、ど

うすれば子育てができるような暮らしができる

か、経済的な問題も含めて、ですから、ここは、

この総合政策部はさまざまな課題を取りまとめ

ますけれども、それぞれの施策を各部局で、や

はりそこは真剣に進めていかなければならない

課題だというふうに思います。

ですから、子育て支援をどう強めるかという

のも、この特別委員会で提言として出していく

ことも大事だなというふうに思います。

それから、もう一つ、中山間地域の対策で、

やはり宮崎は、中山間地域でどう安心して生活

ができるかという点では、さまざまここにも課

題がありました。スーパーもなかったり、交通

の便も含めて、本当に総合的な課題で取り組ま

ないと、中山間地域で安心して住み続けられる

ということはできなくなるというのは、もう必

然に今なってきているところです。

それと、あわせて、やっぱり中山間地域は農

業も進めていく、林業もあわせてですけれども、

特に宮崎は、県の基幹産業として農業が位置づ

けられております。しかし、この農業の問題も
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県だけで対策はなかなか立てられません。やっ

ぱり国の施策とあわせてやっていかないと、農

業人口も携わる方もどんどん少なくなっていく、

農業が続けられないから、外に仕事を求めてい

くということにもなりますので、この安全な食

料をこの宮崎でしっかり生産するというこの崇

高な農業をどうこの宮崎でより一層定着させて

いくかという点では、やはりそこには国の政策

とあわせて、価格の保障であったり、所得の保

障であったりというところもしっかり政策上は

位置づけて、その実現に向けて努力するという

ことなども、本当に総合的な形でやらないと、

人口減少というのは歯どめにはならないなとい

うふうに思うところです。

ですから、この委員会では、そういったさま

ざまな具体的な課題も洗い出しながら、どうそ

こに県は県として、国は国として手を打ってい

くというところもあたりも具体的に探れたらい

いなというふうに思っているところですので、

いろんな資料や情報も提供していただきたいと

いうふうに思います。

これは要望も含めてお願いします。

○武田委員長 ほかにございませんか。

○濵砂委員 ５ページの市町村人口の推移を見

てみると、県の2045年の人口が平均で74.7％、

この74.7％を超しているのは４市町なんです。

宮崎、綾、それから、都城、三股、あと全部平

均以下なんです。現在の2015年の統計を見てみ

ますと、このうちの人口、宮崎県の１％未満、100

分の１未満、これが10町村あるんです。日本全

国の都道府県の内容と比べたときに、本県の人

口減少地域はどのくらいの程度のところにある

かなと思うんですが、またわかれば教えていた

だきたいんですが、もうわからなければ次の資

料に出していただきたいなと思っております。

わかりますか。

○小倉総合政策課長 済みません、個別のデー

タはまた後ほど御提示させていただくとは思い

ますけれども、一応人口増減率というのは、全

人口に占めるその人口減少数の割合というとこ

ろで全国水準を見させていただきますと、大体

宮崎県は30位ぐらいになります。一番低いとこ

ろでいくと秋田県になります。秋田県になりま

すと、人口減少率は14％です。宮崎県の倍以上

の水準で人口減少が進んでいるというふうなと

ころで、どんどん都会に出ているというところ

があるかなと思います。ああいう新幹線がある

インフラが進んでいる秋田県でもそういう状況

にはあるんですけれども、いずれにしろ、注意

というまではいいませんけれども、低い水準で

あることは変わりません。特に、また新しく詳

しいデータについては、統計調査課等からまた

提示させていただきたいなと思います。

○長倉統計調査課長 昨年３月に国立社会保障

・人口問題研究所からこの数字が公表されたと

きの日本全国の平均は84％ということで、そこ

の資料に載せているとおりなんですが、今の総

合政策課長からもありましたが、低いところで

ちょっと幾つか出ている例を申し上げると、秋

田県が58.8％、青森県が63％、それから、山形、

高知が68.4と、増加するのは東京だけというこ

とで、それでも東京が100.7ということで、本当

に微増にとどまるというふうな状況でございま

した。

○濵砂委員 続けて、済みません、質問の仕方

が悪かったかと思うんですが、私が聞きたかっ

たのは、県内全人口の１％未満の町村が宮崎県

には10町村あると。全国の市町村分布の中で、

都道府県の人口の１％未満の町村はどのくらい

あるのかと。それが、宮崎県の状況と比べて、
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全国はどういう状況にあるのかというデータを

示してくださいと、それは次の機会で結構です、

ということが一つです。

それから、議員立法の過疎法が、平成28年か

ら平成33年、令和３年までで切れます。この状

況が５年間の中で、この人口の増減から見てい

くとかなり状況は変わっていると思うんです。

今後、令和３年度に向けて県からの要請事項と

して、ぜひ過疎法の、いわゆる広範囲の適用を

要請をしていただきたい。過疎債と辺地債の割

合は、辺地債のほうが還元率は高いと、交付税

の充当率は高いんですが、100％充当の中では、

７割と８割ですか、ですから、辺地債のほうが

有利なんですが、適用範囲が非常に狭い。です

から、過疎地域でないところでも辺地債は使え

るけれども、辺地債の適用範囲が狭いもんです

から、非常に使いにくい。過疎地域であれば、

過疎債のほうが使える範囲が非常に広いという

ことで教えていただいたんですが、ハード・ソ

フト両面に使えるというふうなこともあります

ので、令和３年の見通し、見直しの時点でぜひ

宮崎県の今の実情の中からもう一度洗い直して

いただいて、過疎の適用範囲を広げていただい

たいと思います。これは要望です。

それから、もう一つ、行政経営課というのが

ありますよね。あれはどうなったんですか、ど

こが所管するんですか。

○渡邊総合政策部長 行政経営課を廃止いたし

まして、人事課の中の課内室になっております。

○濵砂委員 それで、例えば、一番人口の少な

いのが西米良村なんですが、私の地元なんです

けれども、例えば、ここで40億円の年間の行政

予算があるとする。大体７割ぐらいは交付税な

り、あるいは起債なりいろんなものがあって、

７割ぐらいは、国、県から出ているお金だろう

と思うんですが、自由に使えるお金です。この

使い方を、例えば、1,000人のまちで100万円ず

つ1,000人の人間にしたとき10億円でしょう。40

億円の予算のうちの10億円、100万円ずつやった

ら10億円で足りるんです。３人家族なら300万円。

行政の経営として、各26市町村の行政経営体

として、県の段階では、例えば、宮崎県の市町

村はこのような方向で、将来に向けて人口対策

なり、地域対策をやっていこうとか、そういっ

た自由に使えるお金なのに、みんな一般的に使っ

ていく。例えば、道路とか建物とかいろんなも

のに使っているんですが、このうちの何％かぐ

らいには、子育て支援にとか出産支援にとか、

出産奨励にとか、そういった統一的な見解とか

いうようなものは示されないもんでしょうか、

どうでしょうか。

○渡邊総合政策部長 それぞれの首長さん、市

町村長さんにそれぞれの政策がございますと思

います。地域振興に力を入れる市町村長もいらっ

しゃれば、高齢者のほうに重点を置かれる方も

いらっしゃると思いますので、なかなか県のほ

うから、子育てにこの分をとんと使ってくださ

いというのはなかなかちょっと難しいところか

どうかなという感じはいたしております。

○濵砂委員 例えば、国策にしても県の政策に

しても、交付税中の５％は、子育て、出産奨励

に使いなさいとかいうのはできないんですか。

そういった勉強会みたいな、そういう全県、全

域で共通意識を持った取り組みとかいうのは、

今後できないものかなと思うんですが、この今

の状況を見てみると、確実に人口減ってきてい

ますから。確実に人口減っていくし、今、部長

が言われるように、各市町村にはそれぞれの自

治体の中のそれぞれの権限がありますから、そ

れを強制することはできない、これは当たり前
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のことです。ところが、共通意識を持つという

意味なんです。そういういわゆる啓蒙推進とい

うのはできないもんかなと思うんですが、どう

でしょうか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 濵砂

委員おっしゃったのは、恐らく、例えばとして

交付税の取り扱いについての目安というか、そ

ういったところを共通理解できないだろうかと

いうふうな、例えばのお話だと思いますけれど

も、どういったところがやっぱり重要なんです

よと、これから大きな課題になってくるんです

よということは、共通認識を持たないとやって

いけないというのは、もう当然の話であります。

日高委員のほうから何年も意見交換しとってな

かなか進まんじゃないかというふうなお話もい

ただきましたけれども、意識を変えていただく

というのは、それだけ作業として、なかなかか

かってくるというのはあるなというふうな実感

はしておりますけれども、子育てのところにつ

いて、これだけのことをやっていくべきだとか、

そういったところについての意識をしっかり

持ってもらうという作業について、これまでも

やってきておりましたけれども、今後もう少し

踏み込んだことをやっていきたいというふうな

ことで思っておりますので、そういった中での

意見交換なりもしっかりやっていくことにした

いというふうに思っておりますし、場合によっ

ては、首長さんたちにも、直接お話をするよう

な機会もつくりながら、そういったような意識

を持ってもらうように努めてまいりたいという

ふうに思っております。

○濵砂委員 最後ですが、先ほど26市町村中に10

市町村が１％未満だと、全部合わせても４％し

か住んでいないんです。失礼な話ですが、だん

だん人口減少していくのは目に見えている。こ

こで何らかの対策を打たにゃいかん。そこで特

別委員会ができたわけですから、１年間どうぞ

よろしくお願いいたします。

以上です。

○有岡委員 宮崎ひなた生活圏の小さな拠点と

いう、先ほど公民館単位というお話もされまし

たが、これに期待をしてお尋ねしたいと思いま

すが、若い子供さんを育てるお母さんたちから

の声で、宮崎に帰ってくるよりも都会で就職し

たほうが幸せじゃないかと、宮崎で育てていっ

て、最終的に都会に行って、子供が幸せを感じ

たら、それでもいいという生の声がありました。

そういう育てる親御さんの気持ちとしては、

そういうことも踏まえて、やっぱり我々宮崎に

帰ってきて幸せになってもらうような仕掛けを

しなきゃいけないわけですが、宮崎ひなた暮ら

しＵＩＪターンセンターにたまに行くんです。

この前行ったときに、高知県が例えば市町村の

連携という意味で、大きなホールを借りて、全

ての市町村、宇和島と２つほどは来ていません

けれども、来てそこで実際にＵＩＪターンに取

り組むような取り組みをやっていました。要す

るに、市町村が自分に来てもらうためにどうい

うアピールをすればいいのか。そして、実際に

受けた若者の声を聞く、そういう経験を踏まえ

て、自分たちの施策に反映するということなん

です。市町村のそういったスキルを上げること

によって、最終的には、小さな公民館単位のニ

ーズをどうやって情報発信しなきゃいけないと

か、そういうことまで結びついていくと思うん

です。

そういった意味では、県でやっていることの

中の旗振りをやるにしても、最終的には、小さ

な拠点の情報発信まで結びつくような施策に

持っていかないと、我々が県内だけでいいと言っ
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ても、それが、ＵＩＪターンの方たちにつながっ

ていかなかったり、また、そこにいる方たちが、

その情報をしっかり伝える力をつけない限りは

つながっていかないのかと。そして、そこにい

る子供たちが、自分の地域は、こんなにすばら

しい地域だということを誇りに思えるような、

そこまで結びつけるような施策を、今後地方創

生の中では取り組んでいただきたいなと思って

提案をさせていただきました。

○武田委員長 回答はよろしいですか。

○有岡委員 結構です。

○武田委員長 それでは、ほかにないようです

ので、これで終わりたいと思います。

執行部の皆さんは、御退席いただいて結構で

す。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時29分休憩

午前11時30分再開

○武田委員長 委員会を再開いたします。

まず、先日開催されました委員長会議の結果

につきましては、先日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、協議事項１の委員会の調査事項に

ついてであります。お手元に配付の資料１をご

らんください。

１の当委員会の設置目的につきましては、さ

きの臨時県議会で議決されたところでございま

すが、２の調査事項は、本日の初委員会で正式

に決定することになっております。

なお、この資料に記載の調査事項は、特別委

員会の設置を検討する際に、各会派から提案さ

れた調査事項を整理し、参考として記載してお

ります。

調査事項は、今後１年間の活動方針を決める

重要な事項であります。特別委員会の調査活動

は、実質６回程度しかございません。有効な提

言を行うためにも少し時間をとって御議論いた

だきたいと思います。

調査事項につきまして、委員の皆様から御意

見がありましたらお願いいたします。

○井上委員 移住してこられた方たちの話が聞

けるといいなと思いますけれど、調査事項の中

に。

○武田委員長 ただいま井上委員のほうからあ

りましたが、御意見がありましたらお願いしま

す。

○太田委員 この２の（３）に住環境対策等で

書いてあるから、私もこの等の意味は、今議論

にもありましたが、子育て支援とか就労環境の

問題とかもちょっと意見も出たから、この等の

中に含めさせていただいて、今言われた移住者

の対話とかいうのも、この等の中で対応してい

ただければありがたいがなと感じがするんです

けれど。

○武田委員長 今、太田委員のほうから出まし

たが、どうでしょうか、それでよろしいですか。

○井上委員 はい。

○太田委員 住環境対策というのが、ここで上

げられておるんですが、この意味はそれなりに

あるわけですよね。

○武田委員長 住環境対策という意味合いです

か。

○太田委員 移住者の何かアパートをつくると

か、あんなテーマの感じなんでしょうか、これ

は。

○武田委員長 そこは違うと。（発言する者あり）

○太田委員 等にそれぞれ入れてもらうといい

かな。
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○武田委員長 この住環境対策等のところに、

またいろいろ皆さんの御意見をお伺いしながら

入れていくということでよろしいですか。（「広

く」と呼ぶ者あり）調査事項は、この案のとお

りでよろしいということで、了解いただきたい

と思います。

それでは、調査項目は資料１の２のとおり、

１、限界集落・過疎地域対策に関すること、２、

中山間地域の観光資源に関すること、３、住環

境対策等に関することとし、それぞれ重点的に

調査を進めたいと思います。御議論ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、協議事項（２）の委員会の調査活動方

針・計画についてであります。

資料１をごらんください。

活動方針（案）につきましては、資料１の３

に記載のとおりであります。また、活動計画（案）

につきましては、資料２をごらんください。

これにつきましては、議会日程や委員会会議

の結果を考慮して作成しております。

活動計画（案）につきましては、何か御意見

がありましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ありがとうございます。それで

は、この活動計画（案）を基本に、今後１年間

の調査活動を実施していくことにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、協議事項（３）の県内調査についてで

あります。再び資料２をごらんください。

８月８日から９日で県南地区、８月28日から29

日で県北地区の県内調査を計画しております。

先ほど決定しました調査事項を踏まえまして、

県南調査、県北調査の調査先につきましては、

御意見等がありましたらお願いいたします。

○太田委員 何か新聞に載っとって、おがわ作

小屋村とか、ああいうところで何かいい感じの

ところがあるがなと思って、一応意見として。

○中野委員 この限界集落というのを書いて

おったが、本当の限界集落になってどうしよう

もなくなったところを、それを抱えている市町

村にもぜひ行ってみて、どうしてそうなったの

かというのを、一つどっかに入れてほしいと思

うんです。やっぱりモデルになるわけやから、

もう本当の山奥でもいいから。

○武田委員長 暫時休憩いたします。

午前11時37分休憩

午前11時39分再開

○武田委員長 では、委員会を再開いたします。

人口減少の減少率の激しいところを中心にし

ながら、また、地域で頑張っていらっしゃると

ころを中心にしながら、先ほど決定しました調

査事項を踏まえまして、県南調査、県北調査の

調査先につきましては、委員長、副委員長に御

一任をいただきたいと思いますので、よろしく

お願いを申し上げます。

次に、協議事項（４）の次回委員会について

であります。

先ほど御協議いただきました調査項目を踏ま

えまして、次回の委員会での執行部への説明資

料要求につきましては、何か御意見、御要望は

ありませんでしょうか。先ほど濵砂委員から出

たことは一つ資料提出を執行部のほうにお願い

したいと思いますが、それでよろしいでしょう
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ほかにございましたら。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 それでは、最後に協議事項（５）

のその他で、委員の皆様から何かございました

らお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○武田委員長 ないようでありますので、次回

の委員会は６月定例会中の６月24日月曜日午

前10時からを予定しておりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。

午前11時41分閉会

令和元年５月28日（火曜日）
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